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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2006-234374(P2006-234374A)
【公開日】平成18年9月7日(2006.9.7)
【年通号数】公開・登録公報2006-035
【出願番号】特願2005-354353(P2005-354353)
【国際特許分類】
   Ｆ２８Ｆ  21/08     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/28     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/22     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ   1/19     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ 101/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２８Ｆ  21/08    　　　Ｂ
   Ｆ２８Ｆ  21/08    　　　Ｄ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｄ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｊ
   Ｂ２３Ｋ  35/28    ３１０Ｂ
   Ｃ２２Ｃ  21/00    　　　Ｅ
   Ｂ２３Ｋ  35/22    ３１０Ｅ
   Ｂ２３Ｋ   1/00    ３３０Ｌ
   Ｂ２３Ｋ   1/19    　　　Ｅ
   Ｂ２３Ｋ   1/00    　　　Ｓ
   Ｂ２３Ｋ 101:14    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月9日(2009.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｎ０．５～１．８重量％及びＺｎ０．５～３．０重量％を含有するアルミニウム合金
の芯材と、前記芯材の両面に設けられＳｉ６．５～１３．０重量％及びＣｕ０．１５～０
．６０重量％を含有するＡｌ－Ｓｉ系合金のろう材と、によって構成される３層クラッド
材から成るフィン材と；Ｚｎ濃縮表面を有するアルミニウム合金チューブとをろう付けし
た熱交換器において、
　ろう付け後のフィンの長手断面における前記芯材の再結晶粒の平均長さが１００～１０
００μｍであり、かつ、前記長手断面の厚さ方向における前記芯材の再結晶粒の平均個数
が４個以下であることを特徴とする熱交換器。
【請求項２】
　ろう付け前の前記長手断面の厚さ方向における前記芯材の母結晶粒の平均個数が４個以
下である、請求項１に記載の熱交換器。
【請求項３】
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　前記ろう材が、Ｍｎ０．０５～０．３０重量％を更に含有する、請求項１又は２に記載
の熱交換器。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の熱交換器に用いるフィン材であって、Ｍｎ０．５～１．８重量
％及びＺｎ０．５～３．０重量％を含有するアルミニウム合金の芯材と、前記芯材の両面
に設けられＳｉ６．５～１３．０重量％及びＣｕ０．１５～０．６０重量％を含有するＡ
ｌ－Ｓｉ系合金のろう材と、によって構成される３層クラッド材から成り、当該フィン材
の長手断面の厚さ方向における前記芯材の母結晶粒の平均個数が４個以下に加工調質され
たことを特徴とするフィン材。
【請求項５】
　前記ろう材が、Ｍｎ０．０５～０．３０重量％を更に含有する、請求項４に記載のフィ
ン材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は請求項４において、請求項１又は２に記載の熱交換器に用いるフィン材であっ
て、Ｍｎ０．５～１．８重量％及びＺｎ０．５～３．０重量％を含有するアルミニウム合
金の芯材と、前記芯材の両面に設けられＳｉ６．５～１３．０重量％及びＣｕ０．１５～
０．６０重量％を含有するＡｌ－Ｓｉ系合金のろう材と、によって構成される３層クラッ
ド材から成り、当該フィン材の長手断面の厚さ方向における前記芯材の母結晶粒の平均個
数が４個以下に加工調質されたことを特徴とするフィン材とした。
　また、請求項５では、前記ろう材が、Ｍｎ０．０５～０．３０重量％を更に含有するよ
うにした。
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